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1 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ２－３３０ 農業用境界用品 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ２－３０ 一 農業土木用品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ３－１５０ 果樹園芸用機械器具又は花木園芸用機械器具 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

植栽用仕切板 緑化設備用仕切板 花壇用パネル 

田畑区画用仕切板   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

１． 農地・花壇とそれ以外の土地との境界を形成するもの ２．農地・花壇内で、農作物・園芸用植物を区

画するたものものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

ブロック形状のもの→Ｌ２－３３１ 農業・園芸用境界ブロック 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

植栽用仕切板 花壇用柵板材 花壇の縁 

埋設仕切具用カバー   

 

登録 1070717 ｴｯｼﾞﾝｸﾞ材 

 

1070716

 

1070714 

 

1070715 

 

登録 1160604  

緑化設備用仕切板 

登録 1082272 

地中埋設仕切具 


